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第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この規程は、家畜伝染病予防法（以下「家伝法」という。）及び家畜伝染病予防法施行規則 

（以下「施行規則」という。）に基づき、家畜の生産に対し大きな影響を及ぼす家畜伝染性疾病の 

病原体について適切な管理を図るため、国立大学法人東京農工大学（以下「本学」という。）に 

おいて取扱う、病原体の安全管理について定め、本学における病原体に起因して発生する曝露、 

拡散防止措置、及び事故の未然防止を図ることを目的とする。 

２ この規程の制定及び改正案の作成は本学の特定生物安全管理小委員会が行い、病原体の許可所持

者である学長が農林水産省に届け出るものとする。 

３ 施行規則に基づく許可の申請や届出等の手続きは、特定生物安全管理小委員会の承認を受けなけ

ればならない。 

（定義及び分類） 

第２条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

一 「家畜伝染病病原体」（家伝法第４６条の５）とは、「重点管理家畜伝染病病原体」(施行規則 

第５６条の８）及び「要管理家畜伝染病病原体」(施行規則第５６条の９）をいう。 

二 家畜伝染病病原体と「届出伝染病等病原体」（家伝法第４６条の１９）を合わせて「監視伝染 

病病原体」という（家伝法第４６条の２１）。 

三 監視伝染病病原体（規制対象外の病原体等を含む）及びその他の病原性微生物等を合わせて「病 

原体」といい、別紙１及び２に定めるとおりとする。 

２ 病原体のバイオセーフティレベル（BSL）は、家伝法に基づき、３ag、３、及び２に分類し、別 

紙２に定めるとおりとする。 

（適用範囲） 

第３条 この規程中、特段の定めがある場合を除き、第２章から第１２章に定める規定は第２条第１項 

第１号に定める家畜伝染病病原体について適用し、届出伝染病等病原体については、施行規則の規 

定を準用するものとする。 

 （教員等の責務） 

第４条 本学における常勤及び非常勤の教職員、大学院生、研究生、学部学生等並びに本学内で研究

を許可された者（以下「教員等」という。）は、実験室及び管理区域内で病原体を取り扱う場合、

この規程に基づくほか、労働安全衛生法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律及び関連法令に定める事項を遵守しなくければならない。 

 

第２章 病原体取扱主任者及びその他の病原体等の取扱い及び管理に従事する者に関する職務 

及び組織に関すること 

 

（家畜伝染病病原体所持者等） 

第５条 学長は、家畜伝染病病原体所持者として、家伝法及び施行規則に基づき、家畜伝染病病原体 

の所持に係る許可の申請及び届出等を行い、家畜伝染病発生予防規程を届け出るとともに、病原体 

取扱主任者を選任する。 

（病原体取扱主任者）  

第６条 病原体取扱主任者は、施行規則第５６条の１９に定める要件を満たす者の中から、特定生物 



安全管理小委員会が選考し、学長が選任する。 

２ 病原体取扱主任者は、立入検査等への立会い、教員等への教育訓練実施の立案、施設の維持管理 

等の監督を行い、家畜伝染病病原体の取扱施設に立ち入る者に対し、家伝法に基づく管理の実施、 

又は家畜伝染病発生予防規程の実施を確保するための指示を行う。 

３ 病原体取扱主任者は、家畜伝染病病原体及び届出伝染病等病原体を取り扱う実験室（以下「実験 

室」という。）毎に実験責任者を選任し、教育訓練の実施、実験室の維持管理等の業務にあたらせ 

る。 

４ 病原体取扱主任者は実験室責任者を兼ねることができる。 

５ 病原体取扱主任者が出張や長期の休暇等により不在の場合には、病原体等取扱主任者は、各実験 

室責任者に対して、病原体取扱主任者に代わって家畜伝染病病原体の安全管理に従事させることが 

できる。 

 

第３章 家畜伝染病病原体の取扱いに従事する者であって、実験室等に立ち入る者の制限に関 

すること 

 

（管理区域の設定） 

第７条 管理区域とは、家畜伝染病病原体を取り扱う実験室、家畜伝染病病原体保管施設、空調及び 

排水等に関わる設備区域並びにその他家畜伝染病病原体の安全管理に必要な区域とし、別紙３に定 

めるとおりとする。 

２ 家畜伝染病病原体を取り扱う実験室及び保管施設等の出入口には、農林水産大臣が指定する標識 

を表示しなければならない。 

（管理区域への立入制限） 

第８条 管理区域への立ち入りは，第１４条１項に規定する教育訓練を受け許可された教員等又は保 

守・点検等の理由で臨時に許可された者に限る。 

２ 病原体取扱主任者又は実験室責任者のうち病原体取扱主任者から指名された者は、臨時に許可さ 

れた立入者に対して、第１４条第３項に規定する教育を行った上で、立ち入りに同行しなければな 

らない。ただし、教育訓練を行う項目について、既に十分な知識及び技能を有していると病原体取 

扱主任者が認める者に対しては、当該項目についての教育訓練を省略することができるものとする。 

 

第４章 取扱施設の維持及び管理に関すること 

 

（施設の維持管理） 

第９条 病原体取扱主任者は管理区域の施設を１年に１回以上定期点検し、別紙４に定める病原体毎 

の施設基準に適合していることを確認するとともに、その結果を記録し、これを１年間保管しなけ 

ればならない。 

２ 病原体取扱主任者は、管理区域内の関連機器を、次の各号に掲げる事項について、１年に１回以 

上定期的に点検し、不都合等あれば交換や修理等の必要な措置を講じることにより、その機能の維 

持を図るとともに、その結果を記録し、これを１年以上保存しなければならない。 

一 BSL３施設の空調、風量、制御盤、エアフィルター等  

二 安全キャビネットの風速、風量、フィルター、密閉度等 

三 滅菌設備の配管、安全弁、フィルター、運転調整等 



四 保管庫の施錠器具、ドアパッキン、運転調整等 

３ 実験室責任者は、日常的に実験室内の清掃記録や関連機器の外観や作動性による点検等を行い、 

異常が生じた場合には、病原体取扱主任者に報告するとともに、適宜修理するものとする。 

 

第５章 家畜伝染病病原体の保管、使用、運搬及び滅菌譲渡に関すること 

 

（病原体の保管と使用） 

第１０条 病原体の保管場所は、当該病原体を用いて実験を行う実験室と同等の安全基準を満たして 

いなければならない。 

２ 家畜伝染病病原体の保管については、家畜伝染病病原体を識別するための記号・番号の表示付け 

を行った密封できる収納容器に納め、保管庫に保管し、当該保管施設及び保管庫は確実に施錠しな 

ければならない。 

３ 保管庫の鍵は、実験室責任者が管理するものとする。 

４ 各実験室責任者は、家畜伝染病病原体の使用について、安全キャビネットの使用、専用の衣服や 

防護具の着用、退出時の汚染除去、排気・汚染排水・汚染物品の滅菌等、実験に関与しない動物の 

持込み禁止、入退室時の手順など、別紙５に定める基準を満たすよう、それぞれの実験室に応じた 

手順書を作成するものとする。 

（病原体の運搬） 

第１１条 家畜伝染病病原体の運搬については、別紙６に定める施行規則に規定する運搬の基準に従 

わなければならない。 

（病原体の滅菌譲渡） 

第１２条 家畜伝染病病原体及びこれに汚染されたおそれのある物品並びに排水の廃棄に当たっては、 

施行規則に規定する方法に従い処理しなければならない。 

２ 家畜伝染病病原体について、所持を要しなくなった場合においては、文書で学長に報告しなけれ 

ばならない。 

３ 学長は、前項の報告に基づき、家畜伝染病予防法に基づく所定の届出を行った上で、実験責任者 

に対して、適切な無害化又は滅菌等（例えば、121℃、15分以上の高圧蒸気滅菌、又はこれと同等以 

上の方法）を実施させなければならない。 

 

第６章 家畜伝染病病原体の受入れ、払出し及び移動の制限に関すること 

 

（病原体の受入れ、払出し及び移動の制限） 

第１３条 病原体取扱主任者は、家畜伝染病病原体を新たに保管しようとするとき、又はこれらの家 

畜伝染病病原体を用いて新たに実験室を使用するときは、予め学長の承認を受けなければならない。 

２ 病原体取扱主任者は、家畜伝染病病原体の外部機関への分与については、予め学長の承認を受け 

なければならない。 

３ 病原体取扱主任者は、家畜伝染病病原体を外部から受け入れるときは、予め学長の承認を受けな 

ければならない。 

４ 病原体取扱主任者は、第１項で承認を受けた事項の一部又は全部に変更の必要が生じた場合は、 

新たに学長の承認を受けなければならない。 

５ 学長は、前４項に基づく承認を行った場合、家畜伝染病予防法に基づく申請又は届出等の手続を 



遅滞なく行わなければならない。 

 

第７章 家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、及びそのまん延を防止するために 

必要な教育及び訓練に関すること 

 

（教育訓練） 

第１４条 家畜伝染病病原体の取扱いに関する教育訓練については、管理区域に立ち入る者及び取扱 

等業務に従事する者に対し、次の各号に定めるところにより３年を超えない期間ごとに施さなけれ 

ばならない。 

一 病原体の取扱等業務に従事する者であって、管理区域に立ち入る者は、次に掲げる事項につい 

て教育訓練を施すものとする。 

イ 家畜伝染病病原体の性質 

ロ 家畜伝染病病原体の管理 

ハ 家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関する法令 

ニ 家畜伝染病発生予防規程 

二 病原体の取扱等業務に従事する者であって、管理区域に立ち入らない者は、次に掲げる事項に 

ついて教育訓練を施すものとする。 

イ 家畜伝染病病原体の管理 

ロ 家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関する法令 

ハ 家畜伝染病発生予防規程 

２ 家畜伝染病病原体取り扱いに関する教育訓練は、病原体取扱主任者がその実施の立案を行う。  

３ 設備のメンテナンスに立ち入る者及び施設の見学者など病原体の取扱等業務に従事しない者に臨 

時に管理区域への立入りを許可する場合は、対象者に応じて次の各号に掲げる教育を施すものとす 

る。  

一 専用防護具の着用義務 

二 飲食、喫煙及び化粧の禁止 

三 無許可での物品の持込及び持出の禁止 

四 関連機器の保守管理の目的以外で実験器具等に触れることの禁止 

五 退出時の手指の洗浄等 

六 病原体取扱主任者の指示に従うこと 

七 その他病原体取扱主任者が必要と認めること 

４ 前項に規定する者には，事前に教育し、実験室責任者立会いのもと、立ち入りを許可する。 

 

第８章 家伝法第４６条の１５の規定による記帳及び保存に関すること 

 

（記帳） 

第１５条 実験室責任者は、家畜伝染病病原体については、施行規則で規定する帳簿(別紙７）を備え、 

病原体の保管、使用及び滅菌譲渡等、施設の点検について記帳しなければならない。 

２ 帳簿は１年ごとに閉鎖し、それを１年間保存しなければならない。 

 

第９章 家畜伝染病病原体の取扱いに係る情報の管理に関すること 



 

（情報管理） 

第１６条 重点管理家畜伝染病病原体の情報セキュリティ管理は、情報の漏洩がないよう次の各号に 

より適切な管理を行わなければならない。 

一 重点管理家畜伝染病病原体の保管等に関する書類は、常に鍵のかかるキャビネット等で保管し、 

その鍵は病原体取扱主任者が管理するものとする。 

二 重点管理家畜伝染病の保管等に関する電子媒体による情報については、ＬＡＮ等に接続されて 

いないセキュリティワイヤで固定されたパソコンに保管し、限られた者しかアクセスできないよ 

うにするものとする。 

三 家畜伝染病病原体の保管等に関する情報は、各実験室責任者が管理し、必要のない者には提供 

しないものとする。 

 

第１０章 家畜伝染病病原体の盗取、所在不明その他の事故が生じたときの措置に関すること 

 

（事故と対応） 

第１７条 家畜伝染病病原体を取り扱う教員等は、第１５条第１項に規定する記帳を実施する際に、 

使用した病原体の保管数等の確認、保管庫の施錠の確認等を実施し、保管する家畜伝染病病原体の 

異常の有無を確認するものとする。 

２ 家畜伝染病病原体の盗取、所在不明その他の事故を発見した者は次の各号の措置を行うとともに、 

直ちに病原体取扱主任者又は実験室責任者、発生部局の事務担当、部局の長等に通報しなければな 

らない。通報を受けた者は国立大学法人東京農工大学病原性微生物等安全管理規程（以下「安全管

理規程」という。）別表５（病原性微生物等事故対応要項）にしたがった行動を取らなければなら

ない。 

一 盗取、所在不明等の家畜伝染病病原体の種類及び量を確認する 

二 窓・扉等の破損等のある場合は、侵入防止対策を講じる 

三 盗取、所在不明等の際に病原体の容器の破損等があり、当該病原体により周囲の汚染が考えら 

れる場合は、病原体の拡散防止を行う。 

３ 事故の報告を受けた病原体取扱主任者は、遅滞なく、発見者氏名、事故発生又は確認日時及び場 

所、家畜伝染病病原体の種類と量並びに事故の概要等の事項について確認の上、学長に報告しなけ 

ればならない。 

４ 学長は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく農林水産省消費・安全局動物衛生課に報告すると 

ともに、必要に応じて調査委員会を設置し、原因究明と再発防止の処置を検討するものとする。 

 

第１１章 災害時の応急措置に関すること 

 

（災害時の応急措置） 

第１８条 学長は、地震、火災その他の災害が発生し、病原体の安全管理に関し、この規程の定めに 

よることができないと認めたときは、措置の実施者の安全を確保した上で、直ちに次の各号に定め 

る応急措置を講じなければならない。 

一 火災が起こり、若しくは取扱施設又は保管施設に延焼するおそれがある場合には消火又は延焼 

の防止に努めるとともに、直ちにその旨を消防署又は消防法第２４条に規定する市町村長が指定 



した場所に通報すること。 

二 必要に応じて家畜伝染病病原体を安全な場所に移すとともに、家畜伝染病病原体の周囲には、 

縄を張り、又は標識等を設け、かつ、見張人をつけることにより、関係者以外の者が立ち入らな 

いための措置を講ずるよう努めること。 

三 その他家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防するために必要な措置を講じること。 

２ 組織及び施設の長は、地震又は火災等の災害による重大な被害が発生し、病原体の安全管理に関 

し本規程に定める措置のみでは充分でないと判断した場合は、安全管理規程第２０条の規定に準じ 

て、対応しなければならない。 

 

第１２章 その他家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関し必 

要な事項 

 

第１９条 教員等は、家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止を図るため、本規程及び安全管理規 

程に基づき、確実な病原体の取扱・管理を行うよう努めなければならない。 

 

第１３章 雑則 

 

第２０条 この規程に定めるもののほか、監視伝染病病原体所持に関する許可申請・届出等の手続き、 

病原体を用いる実験の学内承認及び実験室の学内登録等の審議・承認に関する必要な事項は、特定 

生物安全管理小委員会が別に定める。 

２ 施行規則に定める家畜飼養に係る次の各号に掲げる事項についての対応は、部局の委員会等にお 

いて審議を行い、必要な規則等を定めるものとする。 

一 消毒設備の設置の方法等 

二 飼養衛生管理基準の見直し 

三 家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する定期報告の内容等 

四 家畜伝染病の発生を早期に発見するための届出の対象となる症状の内容及び当該届出の手続き 

 

附 則 

この規程は、平成２３年１１月２１日から施行し、平成２３年１０月１日から適用する。 

 

 



病原体の所持等に係る規制の対象疾病について 
 
 
 
 

 監視伝染病の病原体（９９疾病） 

・ 

・急速にまん延し、我が国の畜産の振興上、甚 

大な悪影響を及ぼすおそれが高いもの 

（法第１６条対象疾病及び海外伝染病であっ 

て発生時の我が国の畜産に与える影響が 

大きいもの） 
 

（制度上の義務） 
   ① 家畜伝染病発生予防規程の作成 
   ② 病原体取扱主任者の選任 
   ③ 記帳義務 
   ④ 施設及び保管の基準等 
   ⑤ 災害時の応急措置 
 

●所持に関して特に重要な疾病（３疾病） 

 (重点管理家畜伝染病病原体) 

 牛疫、口蹄疫、アフリカ豚コレラ 

●上記以外（６疾病） 

 (要管理家畜伝染病病原体) 

牛肺疫、アフリカ馬疫、小反芻獣疫、豚コレラ、高病

原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ 

家畜伝染病病原体（９疾病）
【所持に関して大臣の許可が必要】 

・我が国の畜産の振興上、大きな悪影響を及ぼす可能 

性がある又は口蹄疫との鑑別上重要なもの 
 
（制度上の義務） 
①記帳の義務 
②施設及び保管の基準等 
③災害時の応急措置 

 

●家畜伝染病（１０疾病） 

  牛疫(弱毒株)、水胞性口炎、出血性敗血症、ブルセラ病、 

結核病、馬伝染性貧血、豚水胞病、低病原性鳥インフルエン 

ザ（弱毒ワクチン株）、ニューカッスル病、家きんサルモネラ感

染症 

●届出伝染病（３疾病） 

悪性カタル熱、馬インフルエンザ、豚水疱疹

届出伝染病等病原体（１３疾病）
【所持に関して大臣への届出が必要】 

・従前と同様の措置を継続(学術研究機関の指定等） 

規制の対象外（８７疾病）

※ 同一の疾病をその菌株やウイスル株等により規制の対象とするも
のと規制の対象外とするものに区分している場合があるため、疾病数
の合計は監視伝染病数と一致しない。 

別紙 １ 



別紙２       監視伝染病病原体と伝染病の名称の対照表 

 病原体の名称 

参考 

伝染病の名称 
監視伝染病

の種類 
BSL

重点管理家畜伝染病 

病原体 

1 モルビリウイルス属 
リンダーペストウイルス(L株、BA-YS株

及びRBOK株を除く) 
牛疫 家畜伝染病 3ag

2 アフトウイルス属 
フットアンドマウスディジーズウイル

ス 
口蹄疫 家畜伝染病 3ag

3 アスフィウイルス属 
アフリカンスワインフィーバーウイル

ス 
アフリカ豚コレラ 家畜伝染病 3ag

要管理監視伝染病 

病原体 

4 マイコプラズマ属 
マイコイデス(亜種がマイコイデスで

あってSC株に限る。) 
牛肺疫 家畜伝染病 3 

5 オルビウイルス属 アフリカンホースシックネスウイルス アフリカ馬疫 家畜伝染病 3 

6 モルビリウイルス属 ペストデプティルミナンウイルス 小反芻獣疫 家畜伝染病 3 

7 ペスチウイルス属 
クラシカルスワインフィーバーウイル

ス 
豚コレラ 家畜伝染病 3 

8 インフルエンザA属 インフルエンザAウイルス※1 高病原性鳥インフルエンザ 家畜伝染病 3 

9 インフルエンザA属 インフルエンザAウイルス※2 低病原性鳥インフルエンザ 家畜伝染病
2 

※3

届出伝染病等病原体 

10 モルビリウイルス属 
リンダーペストウイルス(L株、BA-YS株

及びRBOK株に限る) 
牛疫 家畜伝染病 2 

11 ベシキュロウイルス属 
ベシキュラーストマティティスアラゴ

アスウイルス 

水胞性口炎 

家畜伝染病 2 

12 ベシキュロウイルス属 
ベシキュラーストマティティスインデ

ィアナウイルス 
家畜伝染病 2 

13 ベシキュロウイルス属 
ベシキュラーストマティティスインデ

ィアナウイルス 
家畜伝染病 2 

14 パスツレラ属 

マルトシダ(莢膜抗原型がB又はEであ

って、菌体抗原型がHeddlestonの型別

で2又は2・5であるものに限る。) 

出血性敗血症 家畜伝染病 2 

15 ブルセラ属 オビス ブルセラ病 家畜伝染病 2 

16 マイコバクテリウム属 ボービス 
結核病 

家畜伝染病 2 

17 マイコバクテリウム属 カプレ 家畜伝染病 2 

18 レンチウイルス属 
エクインインフェクシャスアネミアウ

イルス 
馬伝染性貧血 家畜伝染病 2 

19 エンテロウイルス属 
スワインベシキュラーディジーズウイ

ルス 
豚水胞病 家畜伝染病 2 

20 インフルエンザA属 インフルエンザAウイルス※4 低病原性鳥インフルエンザ 家畜伝染病 2 

21 エイブラウイルス属 ニューカッスルディジーズウイルス ニューカッスル病 家畜伝染病 2 

22 サルモネラ属 

エンテリカ(血清型がガリナルムのも

のであって、生物型がガリナルム又は

プローラムのものに限る。) 

家きんサルモネラ感染症 家畜伝染病 2 

23 ラディノウイルス属 アルセラパインヘルペスウイルス1 
悪性カタル熱 

届出伝染病 2 

24 ラディノウイルス属 オバインヘルペスウイルス2 届出伝染病 2 

25 インフルエンザA属 

インフルエンザAウイルス(H3N8亜型又

はH7N7亜型のものであって馬から分離

されたもの(感染症法で定める新型イ

ンフルエンザ等感染症の病原体(以下

「新型インフルエンザ等ウイルス」と

いう。)を除く。)に限る。) 

馬インフルエンザ 届出伝染病 2 

26 ベシウイルス属 
ベシキュラーエグザンテマオブスワイ

ンウイルス 
豚水疱疹 届出伝染病 2 

※1 ①〜③のいずれかであって、馬インフルエンザウイルス及び新型インフルエンザ等ウイルスではないものに限る。 

  ① 週齢が満6週の鶏におけるIVPI(静脈内接種試験により得られた病原体の病原性の高さを表した指数をいう。)が1.2を超えること。 

  ② 週齢が満4週以上満8週以下の鶏に静脈内接種した際の当該鶏の死亡率が75パーセント以上であること。 

  ③ ①及び②に掲げる要件のほか、血清亜型がH5又はH7であって、ヘマグルニチン分子の開裂部位に複数の塩基性アミノ酸があり、かつ、 

    そのアミノ酸配列が1又は2に掲げる病原体であると確認されたものと類似のものであると推定されること。 

※2 血清亜型がH5又はH7であるものであって、ヒト以外の動物から分離されたもの(高病原性鳥インフルエンザウイルス、①〜⑦の病原 

    体、新型インフルエンザ等ウイルス及び馬インフルエンザウイルスを除く。)に限る。 

  ① A/chicken/Mexico/232/94/CPA(H5N2) 

  ② A-H5N9 TW68 Bio 

  ③ A/duck/Hokkaido/Vac-1/04(H5N1) 

  ④ A/duck/Hokkaido/Vac-2/04(H7N7) 

  ⑤ A/turkey/Turkey/1/05(H5N1)(NIBRG-23) 

  ⑥ rg A/bar-headed goose/Qinghai lake/1a/05[R]6+2 

  ⑦ rg A/wooper swan/Mongolia/244/05[R]6+2 

※3 血清亜型がH5又はH7であることは確認されたが、IVPI等で病原性が確認されていないものは、高病原性鳥インフルエンザウイルスで 

    あることが後から判明する可能性があることを踏まえ、BSL3の対応を要するものとする。 

※4 ※2の①〜⑦の病原体に限る。 
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別紙４（１）

１　重点管理家畜伝染病病原体

実験室 検査室 製造設備

一 管理区域 ○ ○ ○

二 保管庫（実験室等内） ○ ○ ○

三 実験室等の設備

イ 内部構造 ○ ○ ○

ロ 安全キャビネット ○ ○ △

ハ 前室

（１） 出入口の構造 ○ ○ ○

（２） シャワー室（インターロック付） ○ ○ ○

（３） 排水設備（滅菌等機能） ○ ○ ○

ニ （１） 給気設備（１以上ヘパフィルター付） ○ ○ ○

（２）排気設備（1以上ヘパフィルター付） ○ ○ ○

（３） 排水設備（滅菌等機能） ○ ○ ○

ホ 鍵 ○ ○ ○

ヘ 陰圧構造 ○ ○ ○

四 動物の使用

イ 飼育設備（アイソレーター内ｏｒ排気口付近） ○ ○ ○

ロ　 焼却炉（取扱施設内） ○ ○ ○

五 滅菌等設備（実験室等内） ○ ○ ○

六 非常用予備電源設備（取扱施設内） ○ ○ ○

七 稼働状況の確認装置（監視者付） ○ ○ ○

八 定期点検 ○ ○ ○

△ 病原体の拡散防止措置

Ｈ２４．３．３１まで適用なし。（許可製造業者等）

取扱施設

取扱施設の基準

施行規則第５６条の８



別紙４（２-１）

２－１　要管理家畜伝染病病原体

非常用 その他

一 管理区域 ○ ○ ○ ○

二 保管庫（実験室等内ｏｒ保管施設内） ○ ○ ○ ○

三 実験室等の設備

イ 内部構造 ○ ○ ○ ○

ロ 安全キャビネット ○ ○ ○ △

ハ 前室

（１） 出入口の構造 ○ ー ○ ○

（２） インターロック ○ ー ○ ○

ニ 排気設備

（１） 空気の流れ □ ー ○ □

（２） 一以上ヘパフィルター □ ー ○ □

（３） 稼働状況の確認装置 □ ー ○ □

ホ 手洗い設備 ○ ○ ○ ○

ヘ 鍵 ○ ○ ○ ○

ト 密閉構造 ○ ○ ○ ○

四 動物の使用

イ 飼育設備（アイソレーター内ｏｒ排気口付近） ○ ○ ○

ロ　 焼却炉（取扱施設内） ○ ○ ○

ハ シャワー室（前室内） ○ ○ ○

五 滅菌等設備（実験室等内） ○ ○ ○ ○

六 非常用予備電源設備（取扱施設内） ○ ー ○ ○

七 定期点検 ○ ○ ○ ○

△ 病原体の拡散防止措置

□ 動物使用施設を除く

Ｈ２４．３．３１まで適用なし。（許可製造業者等）

Ｈ２９．３．３１まで適用なし

取扱施設の基準

取扱施設

検査室
実験室 製造設備

施行規則第５６条の９第1項



別紙４（２-２）

２－２　要管理家畜伝染病病原体（ＬＰＡＩ・動物不使用）

非常用 その他

一 管理区域 ○ ○ ○

二 保管庫（実験室等内ｏｒ保管施設内） ○ ○ ○

三 実験室等の設備

イ 内部構造 ○ ○ ○

ロ 安全キャビネット ○ ○ △

ハ 前室

（１） 出入口の構造 ー ー ー

（２） インターロック ー ー ー

ニ 排気設備

（１） 空気の流れ ー ー ー

（２） 一以上ヘパフィルター ー ー ー

（３） 稼働状況の確認装置 ー ー ー

ホ 手洗い設備 ○ ○ ○

ヘ 鍵 ○ ○ ○

ト 密閉構造 ー ー ー

四 動物の使用

イ 飼育設備（アイソレーター内ｏｒ排気口付近）

ロ　 焼却炉（取扱施設内）

ハ シャワー室（前室内）

五 滅菌等設備（取扱施設内） ○ ○ ○

六 非常用電源設備（取扱施設内） ー ー ー

七 定期点検 ○ ○ ○

△ 病原体の拡散防止措置

取扱施設の基準

取扱施設

実験室
検査室

製造設備

施行規則第５６条の９第２項



別紙４（２-３）

２－３　要管理家畜伝染病病原体（ＬＰＡＩ（確認済）・鳥類以外使用）

非常用 その他

一 管理区域 ○ ○ ○

二 保管庫（実験室等内ｏｒ保管施設内） ○ ○ ○

三 実験室等の設備

イ 内部構造 ○ ○ ○

ロ 安全キャビネット ○ ○ △

ハ 前室

（１） 出入口の構造 ー ー ー

（２） インターロック ー ー ー

ニ 排気設備ｏｒ飼育設備（アイソレーター内）

（１） 空気の流れ ○ ○ ○

（２） 一以上ヘパフィルター ○ ○ ○

（３） 稼働状況の確認装置 ○ ○ ○

ホ 手洗い設備 ○ ○ ○

ヘ 鍵 ○ ○ ○

ト 密閉構造 ー ー ー

四 動物の使用

イ 飼育設備（アイソレーター内ｏｒ排気口付近） ー ー ー

ロ　 焼却炉（取扱施設内） ー ー ー

ハ シャワー室（前室内） ー ー ー

五 滅菌等設備（取扱施設内） ○ ○ ○

六 非常用電源設備（取扱施設内） ー ー ー

七 定期点検 ○ ○ ○

△ 病原体の拡散防止措置

Ｈ２４．３．３１まで適用なし。（許可製造業者等）

取扱施設の基準

取扱施設

実験室
検査室

製造設備

施行規則第５６条の９第３項



別紙４（２-４）

２－４　要管理家畜伝染病病原体（ＬＰＡＩ（確認済）・鳥類使用）

非常用 その他

一 管理区域 ○ ○ ○

二 保管庫（実験室等内ｏｒ保管施設内） ○ ○ ○

三 実験室等の設備

イ 内部構造 ○ ○ ○

ロ 安全キャビネット ○ ○ △

ハ 前室

（１） 出入口の構造 ー ー ー

（２） インターロック ー ー ー

ニ 排気設備

（１） 空気の流れ ー ー ー

（２） 一以上ヘパフィルター ー ー ー

（３） 稼働状況の確認装置 ー ー ー

ホ 手洗い設備 ○ ○ ○

ヘ 鍵 ○ ○ ○

ト 密閉構造 ー ー ー

四 動物の使用

イ 飼育設備（アイソレーター内ｏｒ排気口付近） ー ー ー

ロ　 焼却炉（取扱施設内） ー ー ー

ハ シャワー室（前室内） ー ー ー

五 滅菌等設備（取扱施設内） ○ ○ ○

六 非常用電源設備（取扱施設内） ー ー ー

七 定期点検 ○ ○ ○

△ 病原体の拡散防止措置

取扱施設の基準

取扱施設

実験室
検査室

製造設備

施行規則第５６条の９第４項



別紙４（３）

３　届出伝染病等病原体

実験室 検査室 製造設備

一 管理区域 ○ ○ ○

二 保管庫（実験室等内ｏｒ保管施設内） ○ ○ ○

三 実験室等の設備

イ 内部構造 ○ ○ ○

ロ 安全キャビネット ○ ○ △

ハ 手洗い設備 ○ ○ ○

ニ 鍵 ○ ○ ○

四 動物の使用

イ 飼育設備（実験室等内） ○ ○ ○

ロ　 排気設備ｏｒ飼育設備（アイソレーター内）（ＬＰＡＩワクチン株等使用）

（１） 空気の流れ ○ ○ ○

（２） 一以上ヘパフィルター ○ ○ ○

（３） 稼働状況の確認装置 ○ ○ ○

五 滅菌等設備（実験室等内） ○ ○ ○

六 定期点検 ○ ○ ○

△ 病原体の拡散防止措置

Ｈ２４．３．３１まで適用なし。（許可製造業者等）

Ｈ２９．３．３１まで適用なし

取扱施設の基準

取扱施設

施行規則第５６条の３２第1項



別紙５（１）

１．重点管理家畜伝染病病原体

実験室 検査室 製造施設

一 衣服①・防護具の着用（前室内） ○ ○ ○

二 衣服①・防護具で作業 ○ ○ ○

三 安全キャビネットの使用 ○ ○ ー

四 飲食等の禁止 ○ ○ ○

五 衣服①・防護具の脱衣（前室内） ○ ○ ○

滅菌等設備による滅菌等（実験室等内） ○ ○ ○

六 体表の汚染除去（前室のシャワー室） ○ ○ ○

七 排気の排気設備による滅菌等（実験室等内） ○ ○ ○

八 汚染排水の排水設備・滅菌等設備による滅菌等（実験室等・前室内） ○ ○ ○

九 汚染物品の滅菌等設備による滅菌等（実験室等内) ○ ○ ○

十 感受性動物との接触の禁止 ○ ○ ○

十一無関係の動物の持込みの禁止 ○ ○ ○

十二動物の使用

イ病原体取扱主任者の立入りの許可 ○ ○ ○

ロ使用動物の持出しの禁止 ○ ○ ○

ハ使用動物の死体の滅菌等設備による滅菌等（実験室等内） ○ ○ ○

使用動物の死体の焼却炉による焼却（取扱施設内） ○ ○ ○

二衣服①・防護具・飼育設備の洗浄前の汚染除去 ○ ○ ○

ホ節足動物・げっ歯類の侵入防止 ○ ○ ○

十三標識（実験室等の前室の出入口） ○ ○ ○

十四許可所持者・病原体取扱主任者の管理区域への立入り許可 ○ ○ ○

Ｈ２４．３．３１まで適用なし。（許可製造業者等）

取扱施設

使用の基準

施行規則第５６条の２４第１項



別紙５（２－１）

２－１．要管理家畜伝染病病原体

非使用 その他

一 衣服②・防護具の着用（前室内） ー

衣服①・防護具の着用（前室内）（動物使用） ○ ○ ○

二 衣服・防護具で作業 ○ ○ ○ ○

三 安全キャビネットの使用 ○ ○ ○ ー

四 飲食等の禁止 ○ ○ ○ ○

五 衣服・防護具の脱衣（前室内） ○ △１ ○ ○

滅菌等設備による滅菌等（実験室等内） ○ ○ ○ ○

六 手洗い設備による洗浄（実験室等内） ○ ○ ○ ○

七 排気の排気設備による滅菌等（実験室等内） □ ー □ □

八 汚染排水の滅菌等設備による滅菌等（実験室等内） ○ ○ ○ ○

九 汚染物品の滅菌等設備による滅菌等（実験室等内) ○ ○ ○ ○

十 無関係の動物の持ち込みの禁止 ○ ○ ○ ○

十一動物の使用

イ 病原体取扱主任者の立入りの許可 ○ ○ ○

ロ 使用動物の持出しの禁止 ○ ○ ○

ハ 使用動物の死体の滅菌等設備による滅菌等（実験室等内） ○ ○ ○

使用動物の死体の焼却炉による焼却（取扱施設内） ○ ○ ○

ニ 体表の汚染除去（前室のシャワー室） ○ ○ ○

ホ 衣服①・防護具・飼育設備の洗浄前の汚染除去 ○ ○ ○

ヘ 節足動物・げっ歯類の侵入防止 ○ ○ ○

十二標識（実験室等の前室の出入口） ○ △２ ○ ○

十三管理区域ヘの立入りの制限 ○ ○ ○ ○

△１ 衣服・防護具の脱衣（実験室等内）
△２ 標識（実験室等の出入口）

Ｈ２４．３．３１まで適用なし。（許可製造業者等）
Ｈ２９．３．３１まで適用なし。

□ 動物使用施設を除く。

使用の基準

施行規則第５６条の２４第２項

取扱施設

実験室 製造施設
検査室



別紙５（２－２）

２－２．要管理家畜伝染病病原体（LPAI・動物不使用）

非使用 その他

一 衣服②・防護具で作業 ○ ○ ○

二 安全キャビネットの使用 ○ ○ ー

三 飲食等の禁止 ○ ○ ○

四 衣服・防護具の脱衣（実験室等内） ○ ○ ○

滅菌等設備による滅菌等（実験室等内） ○ ○ ○

五 手洗い設備による洗浄（実験室等内） ○ ○ ○

六 排気の排気設備による滅菌等（実験室等内）

七 汚染排水の密封容器による持出し（実験室等内） ○ ○ ○

汚染排水の滅菌等設備による滅菌等（取扱施設内） ○ ○ ○

八 汚染物品の密封容器による持出し（実験室等内） ○ ○ ○

汚染物品の滅菌等設備による滅菌等（取扱施設内) ○ ○ ○

九 無関係の動物の持込みの禁止 ○ ○ ○

十 動物の使用

イ 病原体取扱主任者の立入りの許可

ロ 窓の閉鎖

ハ 使用動物の持出しの禁止

ニ 使用動物の死体の密封容器による持出し

使用動物の死体の滅菌等設備による滅菌等（取扱施設内）

使用動物の死体の焼却

ホ 衣服②・防護具・飼育設備の洗浄前の汚染除去

ヘ 節足動物・げっ歯類の侵入防止

十一標識（実験室等の出入口） ○ ○ ○

十二管理区域ヘの立入りの制限 ○ ○ ○

使用の基準

施行規則第５６条の２４第３項

取扱施設

実験室
検査室

製造施設



別紙５（２－３）

２－３．要管理家畜伝染病病原体（LPAI（確認済）・鳥類以外使用）

非使用 その他

一 衣服②・防護具で作業 ○ ○ ○

二 安全キャビネットの使用 ○ ○ ー

三 飲食等の禁止 ○ ○ ○

四 衣服・防護具の脱衣（実験室等内） ○ ○ ○

滅菌等設備による滅菌等（実験室等内） ○ ○ ○

五 手洗い設備による洗浄（実験室等内） ○ ○ ○

六 排気の排気設備による滅菌等（実験室等内） △ △ △

七 汚染排水の密封容器による持出し（実験室等内） ○ ○ ○

汚染排水の滅菌等設備による滅菌等（取扱施設内） ○ ○ ○

八 汚染物品の密封容器による持出し（実験室等内） ○ ○ ○

汚染物品の滅菌等設備による滅菌等（取扱施設内) ○ ○ ○

九 無関係の動物の持込みの禁止 ○ ○ ○

十 動物の使用

イ 病原体取扱主任者の立入りの許可 ○ ○ ○

ロ 窓の閉鎖 ○ ○ ○

ハ 使用動物の持出しの禁止 ○ ○ ○

ニ 使用動物の死体の密封容器による持出し ○ ○ ○

使用動物の死体の滅菌等設備による滅菌等（取扱施設内） ○ ○ ○

使用動物の死体の焼却 ○ ○ ○

ホ 衣服②・防護具・飼育設備の洗浄前の汚染除去 ○ ○ ○

ヘ 節足動物・げっ歯類の侵入防止 ○ ○ ○

十一標識（実験室等の出入口） ○ ○ ○

十二管理区域ヘの立入りの制限 ○ ○ ○

△ 排気設備を設けている場合
Ｈ２４．３．３１まで適用なし。（許可製造業者等）

使用の基準

施行規則第５６条の２４第３項

取扱施設

実験室
検査室

製造施設



別紙５（２－４）

２－４．要管理家畜伝染病病原体（LPAI（確認済）・鳥類使用）

非使用 その他

一 衣服②・防護具で作業 ○ ○ ○

二 安全キャビネットの使用 ○ ○ ー

三 飲食等の禁止 ○ ○ ○

四 衣服・防護具の脱衣（実験室等内） ○ ○ ○

滅菌等設備による滅菌等（実験室等内） ○ ○ ○

五 手洗い設備による洗浄（実験室等内） ○ ○ ○

六 排気の排気設備による滅菌等（実験室等内）

七 汚染排水の密封容器による持出し（実験室等内） ○ ○ ○

汚染排水の滅菌等設備による滅菌等（取扱施設内） ○ ○ ○

八 汚染物品の密封容器による持出し（実験室等内） ○ ○ ○

汚染物品の滅菌等設備による滅菌等（取扱施設内) ○ ○ ○

九 無関係の動物の持込みの禁止 ○ ○ ○

十 動物の使用

イ 病原体取扱主任者の立入りの許可 ○ ○ ○

ロ 窓の閉鎖 ○ ○ ○

ハ 使用動物の持出しの禁止 ○ ○ ○

ニ 使用動物の死体の密封容器による持出し ○ ○ ○

使用動物の死体の滅菌等設備による滅菌等（取扱施設内） ○ ○ ○

使用動物の死体の焼却 ○ ○ ○

ホ 衣服②・防護具・飼育設備の洗浄前の汚染除去 ○ ○ ○

ヘ 節足動物・げっ歯類の侵入防止 ○ ○ ○

十一標識（実験室等の出入口） ○ ○ ○

十二管理区域ヘの立入りの制限 ○ ○ ○

Ｈ２４．３．３１まで適用なし。（許可製造業者等）

使用の基準

施行規則第５６条の２４第３項

取扱施設

実験室
検査室

製造施設



別紙５（３）

3 届出伝染病等病原体

実験室 検査室 製造施設

一 衣服②・防護具で作業 ○ ○ ○

二 安全キャビネットの使用 ○ ○ ー

三 ドアの閉鎖 ○ ○ ○

四 飲食等の禁止 ○ ○ ○

五 衣服②・防護具の脱衣（実験室等内） ○ ○ ○

六 手洗い設備による洗浄（実験室等内） ○ ○ ○

七 汚染排水の密封容器による持出し（実験室等内） ○ ○ ○

汚染排水の滅菌等設備による滅菌等（取扱施設内） ○ ○ ○

八 汚染物品の密封容器による持出し（実験室等内） ○ ○ ○

汚染物品の滅菌等設備による滅菌等（取扱施設内) ○ ○ ○

九 無関係の動物の持込みの禁止 ○ ○ ○

十 動物の使用

イ 病原体取扱主任者の立入りの許可 ○ ○ ○

ロ 窓の閉鎖 ○ ○ ○

ハ 排気の排気設備による滅菌等（実験室等内） △ △ △

二 使用動物の持出しの禁止 ○ ○ ○

ホ 使用動物の死体の密封容器による持出し ○ ○ ○

使用動物の死体の滅菌等設備による滅菌等（取扱施設内） ○ ○ ○

使用動物の死体の焼却 ○ ○ ○

ヘ 衣服②・防護具・飼育設備の洗浄前の汚染除去 ○ ○ ○

ト 節足動物・げっ歯類の侵入防止 ○ ○ ○

十一 標識（実験室等の出入口） ○ ○ ○

十二 管理区域ヘの立入りの制限 ○ ○ ○

△ 排気設備を設けている場合
Ｈ２４．３．３１まで適用なし。（許可製造業者等）

使用の基準

取扱施設

施行規則第５６条の３３第２項



別紙６（１）

1 事業所外における運搬

家畜伝染病
病原体

届出伝染病
等病原体

一 容器に入れて運搬 ○ ○

二 容器の基準

イ 容易・安全な取扱い ○ ○

ロ シールの貼付け ○ ○

ハ 十分な強度・耐水性 ○ ○

二 温度の変化等によるき裂等の発生なし ○ ○

ホ 第一次容器の基準 ○ ○

ヘ 第二次容器の強度基準 ○ ○

ト 外装容器の基準 ○ ○

チ 内装容器の強度基準① ○ ○

リ 内装容器の強度基準② ○ ○

ヌ 第一次容器の個別の包装（二以上の第一次容器の運搬） ○ ○

ル 他の物の外装容器への収納の禁止 ○ ○

ヲ 吸収剤・緩衝材の量（液状物質の運搬） ○ ○

ワ 第一次容器の材質（環境以上の温度下の運搬） ○ ○

カ 外装容器の支持物の設置（氷を入れて運搬） ○ ○

ヨ 外装容器の支持物の設置（ドライアイスを入れて運搬） ○ ○

タ 第一次容器・第二次容器の材質（液体窒素での運搬） ○ ○

レ 第一次容器の材質（凍結乾燥物質の運搬） ○ ○

ソ 外装容器への項目リスト封入 ○ ○

三 容器の表面への標識等の貼付け ○ ○

四 容器の車両等への積付け ○ ○

五 運搬車における措置 △ ー

△ 重点管理家畜伝染病病原体のみ適用

運搬の基準

施行規則第５６条の２５第１項～第３項



別紙６（２）

2 事業所内における運搬

家畜伝染病
病原体

届出伝染病
等病原体

一 容器に入れて運搬 ○ △

二 容器の基準

イ 容易・安全な取扱い ○ ○

ロ シールの貼付け ー ー

ハ 十分な強度・耐水性 ○ ○

二 温度の変化等によるき裂等の発生なし ○ ○

ホ 第一次容器の基準 ○ ー

ヘ 第二次容器の強度基準 ○ ー

ト 外装容器の基準 ー ー

チ 内装容器の強度基準① ー ー

リ 内装容器の強度基準② ー ー

ヌ 第一次容器の個別の包装（二以上の第一次容器の運搬） ○ ー

ル 他の物の外装容器への収納の禁止 ー ー

ヲ 吸収剤・緩衝材の量（液状物質の運搬） ○ ー

ワ 第一次容器の材質（環境以上の温度下の運搬） ○ ー

カ 外装容器の支持物の設置（氷を入れて運搬） ー ー

ヨ 外装容器の支持物の設置（ドライアイスを入れて運搬） ○ ー

タ 第一次容器・第二次容器の材質（液体窒素での運搬） ○ ー

レ 第一次容器の材質（凍結乾燥物質の運搬） ○ ー

ソ 外装容器への項目リスト封入 ー ー

三 容器の表面への標識等の貼付け ー ー

四 容器の車両等への積付け ○ ○

五 運搬車における措置 ー ー

△ 密封可能な容器に入れて運搬

運搬の基準

施行規則第５６条の２５第１項～第３項



　　別紙7

受入
年月日

由来・
分与元

管理
番号

保管形態 保管場所 受入者
払出

年月日等
払出の目的及び使用・
滅菌等、譲渡年月日

滅菌等の方法
及び場所

払出・使用・
滅菌従事者

2011.10.10
（1本）

■使用　　■滅菌等
□譲渡　（　　　　　　）
滅菌年月日：2011.10.12

■ 1　□ 2　□ 3　□ 4
□ 5　（　　　　　　　　　　）
場所：実験室内

払出：○○
使用：○○
滅菌：○○

2011.10.20
（1本）

□使用　　□滅菌等
■譲渡　（　△検査所　）
　　年月日：

□ 1　□ 2　□ 3　□ 4
□ 5　（　　　　　　　　　　）
場所：

払出：○○
譲渡：○○

□使用　　□滅菌等
□譲渡　（　　　　　　）
　　年月日：

□ 1　□ 2　□ 3　□ 4
□ 5　（　　　　　　　　　　）
場所：

No　2
（3本）

2011.10.22
（3本）

□使用　　■滅菌等
□譲渡　（　　　　　　）
　　年月日：

■ 1　□ 2　□ 3　□ 4
□ 5　（　　　　　　　　　　）
場所：実験室内

払出：○○
滅菌：○○

No　3
（3本）

□使用　　□滅菌等
□譲渡　（　　）
　　年月日：

□ 1　□ 2　□ 3　□ 4
□ 5　（　　　　　　　　　　）
場所：

2011.11.22
(6本）

■使用　　■滅菌等
□譲渡　（　△検査所　）
　　年月日：

□ 1　■ 2　□ 3　□ 4
□ 5　（　　　　　　　　　　）
場所：実験室内

払出：○○
使用：○○
滅菌：○○

2011.12.22
（3本）

■使用　　■滅菌等
□譲渡　（　　　　　　）
　　年月日：

■ 1　□ 2　□ 3　□ 4
□ 5　（　　　　　　　　　　）
場所：実験室内

払出：○○
使用：○○
滅菌：○○

記載に当たっての注意事項

　１　払出の目的及び使用・滅菌等、譲渡年月日の欄の年月日は、使用等と払出の日が異なる場合にのみ記載することとし、譲渡した場合は括弧内に
　　　譲渡先を記載して下さい（譲渡先が特定できれば、正式な法人名等を記載する必要はありません）。

　　２　　滅菌等の方法の欄は、滅菌等を行った場合に※を参照に該当するものにチェックを入れて下さい。
　　　　　※　１：　１２１℃、１５分以上の高圧蒸気滅菌、　２：　有効塩素濃度０．０１％以上の次亜塩素酸ナトリウムでの1時間以上の浸漬、
　　　　　　 　３：　１分以上の煮沸、　４：　２．５％以上の水酸化ナトリウム水で３０分以上の浸漬、　５：　その他（５の場合は括弧内に滅菌方法を記載すること。）

　　３　　払出とは保管庫から病原体を持ち出すことをいいます。
　　４　　同一の受入日に同一の事業所から入手した病原体は、複数の容器で入手しても同一の管理番号を付して管理を行うことができるものとします。
　　５　　法律の施行時にすでに該当病原体を所持しており、受け入れの状況が不明な項目がある場合は、「法律施行日以前に所持」と記載して下さい。

○○研究所
No　1
（3本）

冷凍・チューブ A冷凍庫 ○○

家畜伝染病病原体台帳（記載例）
家畜伝染病病原体の種類：高病原性鳥インフルエンザウイルス（A/　chicken/miyazaki/k11/07)

2011.10.30 △△研究所
No　4
（9本）

冷凍・チューブ A冷凍庫 ○○

2011.10.20
実験室内で
培養・分注

冷凍・チューブ A冷凍庫 ○○

受け入れ 払いだし

2011.10.5
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